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まえがき 

 

この技術参考資料は、フレッツ・テレビ伝送サービスとこれに接続する端末機器とのインタフェース条件

について説明したもので、端末機器等を設計、準備する際の参考となる技術的情報を提供するものです。

西日本電信電話株式会社（以下、NTT西日本）は、この資料の内容によって通信の品質を保証するもので

はありません。 

 

今後、本資料の内容は、機能追加等により予告なく追加、変更することがあります。 
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1 用語の定義 

1.1 用語の定義 

(1)映像通信網サービス 

 NTT西日本が主に登録一般放送事業者向けに別途提供する周波数多重信号を伝送するため

のサービスを指します。 

  

(2)登録一般放送事業者 

 放送法（昭和 25年法律第 132号）第 126条により登録を受けた放送事業者を指します。 

 

(3)周波数多重信号 

 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令に準拠した各映像信号、及びその映像

に付随する各音声信号を周波数多重した電気信号を指します。 

 

(4)回線終端装置 

 ユーザ側に設置される光加入者線終端装置を指します。 

 

(5)電気通信回線設備 

 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備を指します。 

 

(6) 電圧定在波比（VSWR:Voltage Standing Wave Ratio） 

回路やケーブルの高周波特性を示す指標の一つを指します。 

 

(7) ユーザ･網インタフェース (UNI:User-Network Interface) 

 ユーザ（端末機器）とネットワークを接続するためのインタフェースを指します。 
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2 フレッツ・テレビ伝送サービスの概要 

2.1 サービスの概要 

フレッツ・テレビ伝送サービスは、NTT西日本が提供する映像通信網サービスを利用した登録一般放送

事業者等からの周波数多重信号を受信するためのサービスです。フレッツ・テレビ伝送サービスを利用す

る端末機器等（以下、端末機器）は、登録一般放送事業者等が伝送する周波数多重信号を、映像通信網を

介して受信します。フレッツ・テレビ伝送サービスの基本構成を図 2.1に示します。 

 

図 2.1 フレッツ・テレビ伝送サービスの基本構成 

 

 

2.2 インタフェース規定点 

フレッツ・テレビ伝送サービスでは、図 2.2に示すユーザ・網インタフェース（UNI）を規定します。 

 

図 2.2 インタフェース規定点 
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2.3 端末設備と電気通信回線設備の分界点 

端末設備と電気通信回線設備との分界点について図 2.3に示します。また、接続する端末設備は VSWR3以

下としてください。 

 
 

図 2.3 分界点 

 

 

2.4 施工・保守上の責任範囲 

施工・保守上の責任範囲について図 2.4に示します。 

 
 

図 2.4 施工・保守上の責任範囲 
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3 ユーザ・網インタフェース仕様 

3.1 物理的条件 

C15形 F型コネクタ（JEITA RC-5223A準拠）で提供します。 

 

3.2 電気的条件 

電気的条件を表 3.1に示します。 

 

表 3.1  電気的条件（注 1） 

項目 周波数多重信号 

アナログ放送信号 デジタル放送信号 

規定周波数範囲（注 2） 70MHz～770MHz、1032MHz～2072MHz 

変調方式 VSB-AM変調 64QAM変調 

OFDM変調 

256QAM変調 

TC8PSK変調 

16APSK変調 

8PSK変調 

QPSK変調 

出力レベル（注 3） 82.0dBμV以上 68.3dBμV以上（64QAM、OFDM）（注 4）(注 6) 

73.8dBμV以上（256QAM）（注 4） 

72.0dBμV以上（TC8PSK のダウンコンバート）（注 4） 

75.0dBμV以上（TC8PSK 及び 16APSK の BS-IF）(注 5) 

72.0dBμV以上（16APSK のダウンコンバート）（注 4） 

72.0dBμV以上（8PSK のダウンコンバート）（注 4） 

72.0dBμV以上（QPSK）(注 5) 

出力レベル偏差 70MHz～770MHz：6.0dBp-p、1032MHz～2072MHz：10.0dBp-p 

出力インピーダンス 75Ω 

平衡／不平衡の別 不平衡 
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(注 1) 回線終端装置に入力される雑音電力は、70～2072MHz の帯域において、-145.6dBm/Hz（-36.8dBμV/Hz）以下

としてください。 

(注 2) デジタル放送信号における周波数多重化の電気的条件は、有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令

に準じます。なお、70～90MHz の周波数帯は FM ラジオに使用します。 

(注 3) 1 映像キャリア当たりの出力レベルを示します。キャリアレベルの規定は有線一般放送の品質に関する技術基

準を定める省令に準じます。端末機器の入力インピーダンスを 75Ωとして測定した値とします。 

(注 4)   コミュ ch 提供エリア内の ONU 出力レベルは 70～770MHzの帯域すべての変調信号において下限値が 1dBμV 引

き下げられます。 

       例：67.3dBμV 以上（64QAM、OFDM）となります。 

(注 5)   コミュ ch 提供エリア内の ONU 出力レベルは 1032～2072MHz の帯域すべての変調信号において下限値が 2dBμV

引き下げられます。 

       例：73.0dBμV 以上（TC8PSK 及び 16APSK BS-IF）となります。 

(注 6)   コミュ ch 提供による対象追加チャンネルの ONU 出力レベルは（注 5）に加えて更に下限値が 1dBμV 引き下げ

られます。 

       例：66.3dBμV 以上（64QAM、OFDM）となります。 


